
 
浜松都市計画地区計画の変更（浜松市決定） 

 
都市計画浜松駅前１１街区地区計画を都市計画浜松駅前旭・砂山地区計画に変更し、次のように変更する。  

名   称 浜松駅前旭・砂山地区計画 

位 置 浜松市中区旭町１２番１ほか 

面 積 約 １．６ ｈａ 

地区計画の目標 

 当該地区は、政令指定都市浜松市の顔となる地区であることから地域の活性化に

資する商業、にぎわい・交流機能を導入することにより、個性と風格と美しさのある本

市の玄関口にふさわしい都市景観の形成と都市の再生を目標とする。 

■土地利用の方針 

・ 政令指定都市浜松市の玄関口としての特性を生かした魅力ある都市空間を 

形成する。 

・ 一体的土地利用による高度利用を推進する。 

・ 公共的空間を有する複合施設と商業施設として整備を図る。 

・ にぎわい・交流空間及び歩行者空間として整備改善を図る。 

・ 都心地区の景観形成に対し、先駆的な役割を果たす地区とする。 
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その他当該地区の整備・開

発及び保全に関する方針 
■建築物等の整備方針 

・ 政令指定都市浜松市の玄関口としての特性を生かし、地域の活性化に資する

商業、にぎわい・交流機能の導入により、都市の再生に貢献する建築物の整

備、及び風格と美しさのある玄関口にふさわしい魅力ある都市景観を創出する

ための建築物の意匠に配慮するとともに、安全で快適な歩行者空間を確保す

るため、建築物の壁面線の後退に配慮する。 

・ 浜松駅前地下広場より快適でわかりやすい動線を確保するためのサンクンガ

ーデンを整備し、市民の憩いとふれあいの場である広場を設けるとともに、エス

カレーターを設置する。 

位 置 浜松市中区旭町１２番１ほか 

面 積 約 １．６ ｈａ 

建築物等の壁面の位

置の制限 

建築物の一階部分の壁又はこれに代わる柱は、次の各号に掲げる数値を超え

て建築してはならない。 
（１）都市計画道路 8・4・7号旭平田線境界線から 1メートル。 
   ただし、浜松市中区砂山町 320-2の敷地の柱については、この限りでな

い。 
（２）浜松市中区旭町 15-2の敷地南側境界線から１メートル。 
（３）浜松市中区旭町 13-1の敷地西側境界線から 1.5メートル。 

ただし、浜松市中区砂山町 320-1、320-2 の敷地については、この限りでな

い。 

建築物等の高さの最

高限度又は最低限度 

建築物の高さの最高限度は、70メートルとする。また、建築物の高さの 
最低限度は、20メートルとする。 
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建築物等の形態又は

意匠の制限 

・ 建築物の外壁の色彩は原色をさけ、浜松市の玄関口にふさわしい色合いと 

する。 

・ 都市計画道路 8・4・7 号旭平田線境界線から 1 メートルの部分については、 

歩行者の通行を妨げる看板及び工作物を設置してはならない。 

備     考 
 

「区域、地区整備計画の区域、壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり」 
 



 
 
 
 
 

   

   
 

 

凡例

地区整備計画区域界

地区計画区域界

 

浜松駅前旭・砂山地区計画 
A＝約 1.6ｈａ 

東海道本線 

東海道新幹線 

ＪＲ浜松駅 遠州鉄道 
新浜松駅 
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